
市
長
提
出
議
案

議
案
第
44
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

参
議
院
議
員
補
欠
選
挙
の

実
施
に
要
す
る
経
費
を
計
上

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
２
２
５

０
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
19
億
２
１
８

７
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

内
容
は
、
参
議
院
議
員
補
欠
選
挙
の
実
施
に
要

す
る
経
費
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。
実
施
期
日
が

令
和
元
年
10
月
27
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
の

円
滑
な
実
施
の
た
め
、
速
や
か
に
予
算
措
置
を
講

じ
る
必
要
が
あ
り
、
地
方
自
治
法
第
１
７
９
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
を
行
っ
た
も
の
で

す
。議

案
第
45
号
　
蓮
田
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証

明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
記
載

事
項
に
旧

き
ゅ
う
う
じ

氏
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
印
鑑

登
録
原
票
の
登
録
す
る
事
項
に
旧

き
ゅ
う
う
じ

氏
を
追
加
す
る

も
の
で
す
。

ま
た
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
配
慮
し
、
印
鑑

登
録
証
明
書
か
ら
性
別
の
記
載
を
削
除
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
46
号
　
蓮
田
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限

に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
公
布
に
よ
り
、
地
方
公

務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
引
用
法
令
に
お
い
て
、

欠
格
条
項
か
ら
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
を

削
除
し
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

９月定例会
会期８/28㊌▶９/27㊎

令
和
元
年
９
月
定
例
会
は
、
去
る
８
月
28
日
か
ら
９
月
27
日
ま
で
の
31
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
「
令
和
元
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）」「
平
成
30
年
度
蓮
田
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ

い
て
」
な
ど
29
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
承
認
・
可
決
・
認
定
し
ま
し
た
。

最
終
日
に
は
「
蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
特
別
委
員

会
設
置
を
求
め
る
動
議
」
が
出
さ
れ
、
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
と
し
て
、「
蓮
田
市
の
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
が
上
程
さ
れ
、

否
決
と
な
り
ま
し
た
。

蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）な
ど

29
議
案
を
承
認
・
可
決
・
認
定

定例会初日、議案の提案説明をする中野市長
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議
案
第
47
号
　
蓮
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
個
人
住
民
税
の
非
課
税

措
置
の
対
象
に
、
単
身
児
童
扶
養
者
を
追
加
す
る

も
の
で
す
。

ま
た
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
、
特
定
期
間
に
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合
に

税
率
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
種
別
割
に
つ
い
て

は
、
令
和
２
年
度
分
か
ら
令
和
５
年
度
分
ま
で
の

税
率
の
特
例
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
で
す
。

た
だ
し
、
個
人
住
民
税
に
か
か
る
改
正
に
つ
い

て
は
、
令
和
３
年
１
月
１
日
、
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
の
う
ち
、
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度

分
に
係
る
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
４
月
１

日
で
す
。

議
案
第
48
号
　
蓮
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

建
築
基
準
法
及
び
地
方
公
共
団
体

の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令

の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
既
存
建
築
物
の
用
途
変

更
に
伴
う
全
体
計
画
認
定
申
請
に
係
る
審
査
手
数

料
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
消
防
法
の
規
定
に
基

づ
く
危
険
物
貯
蔵
所
の
設
置
に
係
る
審
査
手
数
料

を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

審
査
手
数
料
の
負
担
増
に

反
対

反対討論
内
容
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
、

建
築
物
の
用
途
転
用
の
円
滑
化
に
資
す
る
制
度
の

創
設
に
伴
い
認
定
等
の
申
請
に
対
す
る
審
査
手
数

料
を
新
た
に
定
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

消
費
税
増
税
に
伴
い
、「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
の
認
定
申
請
審
査
手
数
料
」
及
び
「
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
申
請
審

査
手
数
料
」
の
負
担
増
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の

理
由
か
ら
、
日
本
共
産
党
は
反
対
す
る
。

議
案
第
49
号
　
蓮
田
市
保
育
園
設
置
及
び
管
理

条
例
及
び
蓮
田
市
保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
に
伴
い
、
用
語
の
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
の
支
給
要
件

と
な
る
認
定
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
50
号
　
蓮
田
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

内
閣
府
令
で
定
め
る
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
に
伴
う
用
語
の
整
理
、
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
連
携
施
設
に
係
る
基
準
の
緩
和
並
び

に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
取
り
扱
い
の

変
更
で
す
。

蓮
田
市
特
定
地
域
型
保
育
事
業
等
の
連
携

施
設
に
係
る
基
準
の
緩
和
や
、
食
事
の
提

供
に
要
す
る
費
用
取
扱
の
変
更
に
は
反
対

反対討論
０
～
２
歳
児
を
預
か
る
認
可
外
保
育
施
設
で

は
、
定
員
20
人
以
上
の
施
設
で
あ
れ
ば
、
３
歳
以

上
も
受
け
入
れ
を
可
能
に
す
る
と
い
う
基
準
の
緩

和
は
、
悪
質
業
者
を
排
除
し
、
子
ど
も
の
命
を
守

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
認
可
外
基
準

を
緩
和
す
る
こ
と
に
な
り
、
保
育
の
質
が
保
障
さ

れ
な
い
。
ま
た
副
食
費
の
支
払
方
法
の
変
更
に
係

る
事
務
負
担
も
増
え
る
こ
と
か
ら
、
日
本
共
産
党

は
反
対
す
る
。

議
案
第
51
号
　
蓮
田
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
家
庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴

う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
期
間
の
再
延
長
、

卒
園
後
の
受
け
皿
の
提
供
を
行
う
連
携
施
設
等
の

基
準
の
緩
和
、
自
園
調
理
に
関
す
る
原
則
の
適
用

を
猶
予
す
る
経
過
措
置
期
間
の
再
延
長
等
で
す
。

　今定例会における市長からの行政報告は 23

件で、次のとおりです。

１　�映画「あの日のオルガン」蓮田市上映会

について

２　�第８回蓮田マラソンについて

３　�平成 30 年度工事及び委託業務の入札結果

について

４　�第 37 回蓮田市総合防災訓練及び災害時応

援協定締結状況について

５　�東日本大震災関連の取り組み状況につい

て

６　�第 30 回はすだ市民まつりについて

７　�第 11 回雅楽谷の森フェスティバルについ

て

８　�プレミアム付商品券事業について

９　�自殺予防及び特定健診・がん検診街頭キャ

ンペーンについて

10　�第 24 回やさしさいきいきフェスティバル

について

11　�蓮田ＳＡ上り線の供用開始・スマートイ

ンターチェンジの進捗状況について

12　�地下鉄７号線建設誘致に向けた取り組み

状況について

13　�蓮田駅西口再開発事業（共同ビル等）の

進捗状況について�

14　�蓮田市・松川町小学生交流事業について

15　�蓮田市の未来を語る子ども議会について

16　�中学生国際親善訪問団派遣事業について

17　�ＡＬＴ（外国語指導助手）の交代について

18　�中学校部活動における関東大会・全国大

会への出場について

19　�子育てでつながろうミニフェスタについ

て

20　�国指定史跡黒浜貝塚第５期整備事業につ

いて

21　�はすだスポーツフェスタについて

22　�蓮田ＳＡ上り線・防災拠点合同防災訓練

について

23　�各部の主な事業の進捗状況について

市長の行政報告
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蓮
田
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
連

携
施
設
に
係
る
基
準
の
緩
和
や
経

過
措
置
期
間
の
再
延
長
に
は
反
対

反対討論
議
案
第
50
号
に
同
じ
く
、
家
庭
的
保
育
事
業

等
に
つ
い
て
の
連
携
施
設
に
係
る
経
過
措
置
期
間

の
再
延
長
や
基
準
の
緩
和
は
、
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
と
安
心
・
安
全
を
担
保
す
る
認
可
基
準
を

満
た
す
よ
う
な
保
育
の
質
が
保
障
さ
れ
な
い
。
ま

ず
は
保
育
施
設
を
増
や
し
、
保
育
士
の
処
遇
改
善

を
伴
っ
た
人
員
確
保
策
に
よ
っ
て
、
保
育
の
質
も

伴
っ
た
待
機
児
童
解
消
を
図
っ
て
い
く
べ
き
と
考

え
る
た
め
、
日
本
共
産
党
は
反
対
す
る
。

議
案
第
52
号
　
蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
の
設
置
の
目

的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
そ

の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
学
童
保
育
所
の
管
理
を

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
、
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
き
、
指
定
管
理
者

が
行
う
管
理
の
基
準
及
び
業
務
の
範
囲
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

蓮
田
市
学
童
保
育
所
の
指
定

管
理
者
制
度
導
入
に
は
反
対

反対討論
保
育
は
市
が
責
任
を
持
ち
公
営
で
行
う
と
い

う
姿
勢
を
一
変
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
は
、

利
益
を
第
一
目
的
と
す
る
民
間
企
業
の
参
入
と
な

り
、
効
率
化
と
称
し
て
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達

の
排
除
や
、
経
費
カ
ッ
ト
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
、
突
然
の
倒
産
で
の
サ
ー
ビ
ス
停
止
等
が
懸
念

さ
れ
る
。
民
間
と
い
え
ど
人
員
確
保
の
困
難
は
変

わ
ら
ず
、
保
育
時
間
延
長
で
指
導
員
負
担
と
共
に

子
ど
も
達
へ
の
負
担
が
増
す
前
例
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
日
本
共
産
党
は
反
対
す
る
。

学
童
保
育
所
に

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

賛成討論
賛
成
理
由
は
次
の
３
点
で
あ
る
。

１
点
目
、
常
勤
職
員
の
配
置
で
学
童
保
育
所

内
に
責
任
者
不
在
と
い
う
状
況
が
改
善
さ
れ
る
。

２
点
目
、
保
育
時
間
延
長
な
ど
保
育
内
容
が
充

実
す
る
。
３
点
目
、
事
業
費
用
の
約
９
割
以
上

が
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
で
賄
わ
れ
る
。
な
お
、

管
理
基
準
・
業
務
範
囲
は
市
の
条
例
で
規
定
さ

れ
、
制
度
導
入
後
も
市
は
、
安
心
・
安
全
な
学

童
保
育
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
指
定

管
理
事
業
者
と
連
携
を
図
り
、
適
切
な
指
導
・

助
言
を
行
う
こ
と
か
ら
、
賛
成
す
る
。

議
案
第
53
号
　
蓮
田
市
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員

の
資
格
要
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
都
道
府

県
知
事
が
行
う
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格

研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を

令
和
元
年
度
か
ら
、
指
定
都
市
の
長
が
行
う
同

研
修
を
修
了
し
た
も
の
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で

す
。

議
案
第
54
号
　
蓮
田
都
市
計
画
事
業
蓮
田
駅

西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
蓮
田
都
市
計
画
事
業
蓮

田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
審
査
会
の
委
員

の
欠
格
事
由
か
ら
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人

及
び
被
補
助
人
を
除
く
も
の
で
す
。

議
案
第
55
号
　
蓮
田
市
水
道
事
業
給
水
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

水
道
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

改
正
の
主
な
内
容
は
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
の
指
定
の
更
新
に
か
か
る
手
数
料
を
定
め
る

も
の
で
す
。

中
小
の
水
道
工
事
業
者
に

負
担
増
と
な
る
更
新
料
新
設

に
反
対

反対討論
本
条
例
は
、
指
定
給
水
装
置
工
事
業
者
の
指
定

更
新
に
係
る
手
数
料
を
新
設
す
る
も
の
。
１
件
に

つ
き
１
万
円
の
更
新
料
を
新
た
に
徴
収
し
、
５
年

ご
と
に
更
新
が
必
要
と
な
る
。

現
在
の
登
録
業
者
２
２
０
社
の
う
ち
、
市
内
業

者
は
22
社
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
小
企
業
で
あ

る
。
指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
蓮
田
市
だ
け
と
は

限
ら
ず
、
他
自
治
体
か
ら
も
指
定
を
受
け
て
い
れ

ば
そ
れ
だ
け
更
新
手
数
料
が
か
さ
む
。

苦
し
い
経
営
が
多
い
中
小
企
業
に
対
し
、
さ
ら

に
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
共
産
党
は

反
対
す
る
。

議
案
第
56
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
事
業

の
実
施
に
伴
う
経
費
の
計
上
な
ど

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
９
億
３
５
６
０
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

２
０
１
億
５
４
３
０
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
子
育
て
分
野
で
は
、
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
事
業
の
実
施
に
伴
う
経
費

を
計
上
。

教
育
分
野
で
は
、
生
徒
の
安
心
・
安
全
を
第
一

に
考
え
、
蓮
田
中
学
校
の
消
火
用
配
水
管
の
改
修

工
事
費
を
計
上
。

さ
ら
に
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る
基
盤
整
備
事

業
で
は
、
生
活
道
路
の
整
備
や
舗
装
修
繕
経
費
を

計
上
し
た
ほ
か
、
黒
浜
沼
の
一
体
的
な
整
備
運
用

を
図
る
た
め
、
緑
の
ト
ラ
ス
ト
11
号
地
に
つ
い
て

の
用
地
取
得
費
を
計
上
。

黒浜緑地
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庁
内
調
整
が
不
十
分
で
、
一
部
所

か
ら
の
業
務
効
率
を
重
視
し
た
独

断
専
行
的
な
予
算
計
上
に
は
反
対

反対討論
当
該
補
正
予
算
に
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内

の
自
然
の
斜
面
緑
地
を
管
理
し
易
い
よ
う
に
改
変

す
る
た
め
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
計
上
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
の
緑
地
は
市
が
公
共
の
福
祉
の
増
進

の
た
め
の
土
地
区
画
整
理
事
業
で
保
全
し
た
悠
久

の
時
を
経
て
安
定
し
た
自
然
森
林
。
こ
れ
を
同
じ

市
が
改
変
す
る
の
は
矛
盾
し
て
お
り
、
調
査
内
容

も
明
確
に
把
握
し
て
い
な
い
答
弁
で
あ
っ
た
の
で
、

初
心
の
会
は
反
対
す
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

活
用
推
進
は
や
め
る
べ
き

反対討論
個
人
番
号
カ
ー
ド
活
用
推
進
事
業
が
あ
り
、
内

容
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
、
自
治
体
ポ

イ
ン
ト
制
度
導
入
の
準
備
を
す
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

蓮
田
市
で
平
成
30
年
度
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
再
交
付
手
続
き
し
た
人
３
８
３
人
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
個
人
番
号
カ
ー
ド
再
交
付
手
続
き
し
た
人
18

人
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
紛
失
の
た
め
」
で
あ
っ

た
、
番
号
の
漏
え
い
、
カ
ー
ド
紛
失
の
恐
れ
の
あ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用
推
進
事
業
は
や
め
る
べ

き
で
あ
る
。
よ
っ
て
日
本
共
産
党
は
反
対
す
る
。

議
案
第
57
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の

納
付
金
額
の
決
定
に
伴
う
所
要
額

の
補
正
な
ど

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
１
億
９
９
８
５
万
２
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
68
億
７
８
０
５
万
４
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
令
和
元
年
度
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
金
額
が
決
定
し
た
た
め
、

所
要
の
額
を
補
正
。

ま
た
、
平
成
30
年
度
決
算
に
伴
い
、
財
政
調
整

基
金
へ
の
積
み
立
て
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
精
算

に
伴
う
一
般
会
計
繰
出
金
の
増
額
な
ど
。

議
案
第
58
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

広
域
連
合
へ
の
保
険
料
等
の

納
付
金
の
増
額
な
ど

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
３
８
２
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

９
億
４
４
１
９
万
２
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で

す
。主

な
も
の
と
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
へ
の
保
険
料
等
の
納
付
金
の
増
額
、
一
般
会
計

繰
入
金
の
精
算
に
伴
う
一
般
会
計
繰
出
金
の
増
額

な
ど
。

議
案
第
59
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

前
年
度
決
算
に
伴
う

介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
へ
の

積
み
立
て
な
ど

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
１
億
６
２
０
５
万
９
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
51
億
５
８
７
８
万
７
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
高
額
医
療
合
算
介
護

サ
ー
ビ
ス
等
費
の
増
額
、
平
成
30
年
度
決
算
に

伴
う
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
へ
の
積
み
立

て
、
平
成
30
年
度
介
護
給
付
費
等
の
確
定
に
伴

う
精
算
返
還
金
及
び
一
般
会
計
へ
の
繰
出
金
な

ど
。議

案
第
61
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
都
市
計
画

事
業
蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

事
業
費
の
委
託
料
の
増
額
な
ど

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
４
８
５
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

10
億
５
４
９
４
万
６
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
事
業
費
の
報
償
費
及
び
委

託
料
の
増
額
な
ど
。

議
案
第
62
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

浄
水
場
他
施
設
緊
急
修
繕
費
の

増
額
な
ど

収
益
的
支
出
予
算
の
減
額
補
正
、
資
本
的
収
入

及
び
支
出
予
算
の
減
額
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
浄
水
場
他
施
設
緊
急
修
繕

費
及
び
庁
用
車
両
入
替
え
に
伴
う
保
険
料
の
増
額
、

工
事
負
担
金
の
給
水
加
入
金
の
減
額
な
ど
。

議
案
第
63
号
　
令
和
元
年
度
蓮
田
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場
維
持
管
理
業
務
委

託
費
な
ど
の
債
務
負
担
行
為
の
追
加

債
務
負
担
行
為
の
追
加
を
す
る
も
の
で
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
庁
用
自
動
車
借
上
料
及
び

公
共
下
水
道
事
業
の
施
設
維
持
管
理
に
伴
う
、
汚

水
中
継
ポ
ン
プ
場
維
持
管
理
業
務
委
託
費
、
汚
水

中
継
ポ
ン
プ
場
自
家
用
電
気
工
作
物
保
守
管
理
業

務
委
託
費
な
ど
。

杜ず

撰さ
ん

な
予
算
計
上
に
反
対

反対討論
農
業
集
落
排
水
事
業
維
持
管
理
業
務
に
お
い

て
、
単
年
度
契
約
よ
り
も
３
か
年
の
一
括
契
約
す

れ
ば
経
費
節
減
に
な
る
と
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の

積
算
根
拠
即
ち
単
価
は
単
年
度
と
同
じ
。
つ
ま
り

単
年
度
契
約
の
金
額
を
単
純
に
３
倍
し
た
予
算
計

上
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
で
は
い
っ
た
い
ど
こ
が

経
費
節
減
と
い
う
の
か
、
全
く
不
真
面
目
な
予
算

計
上
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
初
心
の
会
は

反
対
す
る
。

議

動

蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関

す
る
特
別
委
員
会
設
置
を
求
め
る
動
議

こ
の
動
議
は
、
蓮
田
市
の
事
業
計
画
と
事
業

提
案
者
東
急
不
動
産
の
提
案
書
に
齟そ

齬ご

が
あ
り
、

事
業
の
全
体
像
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
と
、
市

が
交
付
す
る
権
利
床
等
整
備
費
が
資
金
計
画
上

の
収
入
に
入
っ
て
い
な
い
な
ど
、
市
民
の
税
金

の
使
わ
れ
方
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業

が
進
行
し
て
い
る
状
況
を
か
ん
が
み
る
と
、
こ

れ
か
ら
早
急
か
つ
集
中
的
に
審
議
す
る
必
要
が

あ
る
と
し
て
、
北
角
嘉
幸
議
員
ほ
か
１
名
か
ら

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

採
決
の
結
果
、こ
の
動
議
は
賛
成
少
数
（
４
名
）

で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。
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臨
時
全
員
協
議
会
開
催
を

反対討論
蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、

長
い
間
の
市
民
共
通
の
願
い
で
あ
る
。
日
本
共
産

党
榎
本
菜
保
議
員
は
、
一
般
質
問
で
「
市
民
に
喜

ば
れ
る
蓮
田
駅
西
口
再
開
発
ビ
ル
建
設
を
」
と
い

う
立
場
か
ら
「
再
開
発
事
業
概
要
」「
ビ
ル
建
設

事
業
」「
ビ
ル
建
設
事
業
費
」「
今
後
の
市
民
へ
の

周
知
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
質
問
と
答
弁
の
や

り
取
り
を
経
て
、
疑
問
の
解
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。

従
っ
て
、
不
正
や
疑
義
追
求
の
た
め
の
特
別
委
員

会
設
置
の
必
要
性
は
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ
て
日

本
共
産
党
は
反
対
す
る
。
な
お
、
議
長
に
然
る
べ

き
時
期
に
臨
時
全
員
協
議
会
開
催
を
要
請
し
た
。

説
明
責
任
拒
否
や
新
た
な

疑
問
が
生
じ
た
の
で
、

特
別
委
員
会
設
置
に
賛
成

賛成討論
６
月
議
会
で
も
不
正
は
無
い
も
の
と
信
じ
、
こ

れ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
特
別
委
員
会
設
置
に
賛
成

し
た
が
、
今
回
は
基
本
同
じ
思
い
な
る
も
、
市
長

の
説
明
責
任
拒
否
や
東
急
不
動
産
（
株
）
の
５
億

円
の
金
利
設
定
に
は
、
疑
惑
を
感
じ
始
め
て
い
る
。

加
え
て
説
明
責
任
を
求
め
た
際
に
「
元
に
戻
す
気

は
無
い
」
と
の
市
長
発
言
に
も
疑
惑
を
感
じ
る
。

正
し
い
の
な
ら
説
明
し
た
か
ら
と
て
元
に
戻
る
こ

と
は
有
り
得
な
い
の
だ
が
、
真
実
を
説
明
す
れ
ば

元
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
言
う
の
に
は
疑
惑
を
禁
じ

得
な
い
。
よ
っ
て
動
議
に
賛
成
す
る
。

審
議
が
確
実
に

行
わ
れ
て
き
た
の
で
反
対

反対討論

蓮
田
市
が
県
に
提
出
し
た
資
金
計
画
表
と
東

急
不
動
産
（
株
）
の
事
業
提
案
書
の
資
金
計
画

を
一
緒
に
比
較
し
て
い
る
が
、
違
う
条
件
の
資

料
で
あ
り
、
個
々
の
収
支
は
合
っ
て
い
る
。
蓮

田
市
に
は
事
業
の
施
行
者
と
権
利
者
と
し
て
の

立
場
が
あ
り
、
東
急
不
動
産
（
株
）
の
資
金
計

画
は
そ
の
両
方
を
合
わ
せ
て
権
利
床
等
部
分
の

提
案
整
備
費
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
今
ま

で
、
執
行
部
の
説
明
に
対
し
審
議
を
し
っ
か
り

行
い
納
得
し
た
う
え
で
西
口
再
開
発
の
事
業
予

算
な
ど
に
賛
成
を
し
て
き
た
。
よ
っ
て
本
動
議

に
反
対
す
る
。

議
第
２
号
議
案
　
蓮
田
市
の
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

重
複
報
酬
の
禁
止
を
規
定

改
正
内
容
は
、
議
会
の
議
員
が
特
別
職
の
職

員
を
兼
ね
る
と
き
の
報
酬
を
不
支
給
と
す
る
た
め
、

重
複
報
酬
の
禁
止
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

議
員
へ
の
審
議
会
報
酬
の

見
直
し
条
例
改
定
案
は

精
査
が
必
要

反対討論
重
複
報
酬
の
禁
止
に
反
対
で
は
な
い
が
、
条
例

案
に
は
精
査
・
整
理
し
直
す
べ
き
点
が
あ
る
。

条
例
第
１
条
で
消
防
団
が
対
象
除
外
で
あ
る

こ
と
を
提
案
者
が
承
知
し
て
お
ら
ず
、
条
例
そ
の

も
の
を
詳
細
に
検
討
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。ま

た
、
監
査
委
員
を
除
く
理
由
で
「
業
務
量
の

重
さ
を
客
観
的
に
判
断
す
る
の
は
難
し
い
」
と
答

弁
が
あ
っ
た
が
、
監
査
委
員
へ
の
支
給
基
準
が
客

観
的
に
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

重
複
報
酬
の
禁
止
に
つ
い
て
は
詳
細
を
改
め

て
精
査
す
べ
き
と
考
え
、
日
本
共
産
党
は
反
対
す

る
。

先
ず
は
議
員
が
審
議
会
の

委
員
に
な
る
こ
と
の
是
非
を

議
論
す
べ
き

反対討論
　
立
法
機
関
と
執
行
機
関
と
の
機
関
対
立
型

を
と
る
民
主
的
な
地
方
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、
議

員
が
市
長
の
設
置
す
る
附
属
機
関
の
審
議
会
等
に

参
画
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
先
ず
は
議
論

す
べ
き
で
あ
る
。

附
属
機
関
の
委
員
報
酬
の
支
払
い
停
止
に
反

対
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
改
正
案
中
の
開
票

立
会
人
も
不
払
い
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

り
、
必
要
な
議
論
や
確
認
を
経
て
い
な
い
今
の

段
階
で
の
条
例
改
正
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
反

対
で
あ
る
。

提
出
し
直
す
の
が
賢
明

反対討論
議
案
の
質
疑
・
答
弁
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
分

か
っ
た
の
は
、
こ
の
議
案
提
出
に
は
も
っ
と
し
っ

か
り
精
査
・
研
究
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

答
弁
の
中
身
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
質
疑
に
き
ち
ん

と
答
え
ら
れ
る
準
備
が
で
き
て
か
ら
、
再
び
こ
の

本
会
議
場
で
や
り
直
す
の
が
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま

す
。
今
９
月
定
例
会
で
早
急
に
結
論
を
出
す
必
要

は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
議
案
に
反
対
す
る
。

選挙管理委員、
補充員を選出

市選挙管理委員及び補充員の任期が、９月25日で満了となるため、９月20日の本会議に

おいて選挙が行われ、指名推選の方法により選出しました。任期はそれぞれ４年です。

○選挙管理委員　●栗
くり

原
ばら

　一
かず

男
お

氏／ 72歳　　●飛
とび

田
た

　文
ふみ

代
よ

氏／ 72歳　　●小
こ

島
じま

　仁
じん

一
いち

氏／ 69歳

　　　　　　　　●横
よこ

山
やま

　彰
しょういん

允氏／ 76歳

○選挙管理委員補充員（補充の順に掲載）

　　　　　　　　●中
なか

野
の

　信
のぶ

彦
ひこ

氏／ 65歳　　●出
いで

野
の

　幸
さち

男
お

氏／ 70歳　　●松
まつ

村
むら

　茂
しげ

男
お

氏／ 72歳

　　　　　　　　●木
き

村
むら

　雄
ゆう

一
いち

氏／ 67歳

※年齢は令和元年９月 25日現在
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